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〇管理職を含めて、出勤、退勤時刻の記録が必要になります。
〇年次有給休暇年間5日取得が義務化されます。

2019年1月18日 金 無料

１４:００〜１６:００時 間 場 所 ひまわり総合事務所２Ｆ会議室
鹿児島市東開町4番地１１２

説明

対応策

働き方改革の概要
労働時間把握義務とは？
年次有給休暇5日取得義務とは？

お申込みお問合わせ 099-210-2824TEL

ＦＡＸ 099-269-0822

働き方改革対応セミナー
労働時間把握、年次有給休暇

年休付与の規定見直し、付与方法
労働時間把握、年休管理ツールの紹介

第1弾 2019年4月1日施行！！
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